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長寿（後期高齢者）医療保険料 ならびに 国民健康保険税のお支払いについて

　
－来年度から ､特別徴収該当の方は「年金からのお支払い」と

「口座振替」の選択制となります－

  長寿医療保険料・国民健康保険税につきまして、年金からお支払いの特別徴

収ではなく、口座振替でのお支払いを希望される方は、税務課または各支所総

合窓口課で手続きができます。

 　 １ 月 ２８ 日まで に手続きいただくと、平成２１年４月分の年金からのお

支払いが中止され、長寿医療制度保険料は７月から、国民健康保険税は６月か

ら口座振替によりお支払いいただくことになります。お支払いいただく保険料

（税）の総額はかわりません。

　　

・手続きに際しては、納付方法変更申出書の提出（口座振替依頼書（控）を提示）

が必要です。

・口座からの支払に変更した場合、その社会保険料控除は、口座振替により支

払った方に適用されます。これにより、世帯全体の所得税や住民税が減額とな

る場合がありますので、ご留意ください。

　　　　◆問い合わせ先　役場税務課　☎０８５９（５４）５２０８

※これまでは、２年間、国民健康保険税の納め忘れがなかった方が口

　座振替でお支払いされる場合に限って変更することができましたが

　この限定がなくなりました。また長寿医療保険料は、世帯主・配偶

　者が、ご本人（年金収入が１８０万円未満の方）に代わって口座振

　替で支払う場合に限られていましたがこの限定もなくなりました。

※ただし、これまでの納付状況等から、口座振替への変更が認められ

　ない場合があります。

※上記の期限を過ぎてお申し出いただいた場合は、６月分以降の年金

　から中止させていただくことになります。

※平成２０年７月以降にすでに特別徴収から口座振替への変更届けを

　されている方は、このたびの手続きは必要ありません。

※口座振替への変更を希望されない方は、その旨を役場にお申し出い

　ただく必要はありません。


